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(57)【要約】
【課題】ランプを損傷することなく公称光出力に至るま
での時間を短縮させる方法およびバラストを提供する。
【解決手段】定常動作中の公称光出力と電流制限値Ｉli

mをもつメタルハライドランプの立ち上げを制御する方
法において、定常動作までメタルハライドランプを立ち
上げる間、立ち上がり中に公称光出力Ｌnでランプを駆
動するために要求された電力Ｐreqと要求された電流Ｉr

eqを評価し、Ｉreq≧Ｉlimである間ランプを駆動するた
めにＩlimを供給し、Ｉreq＜Ｉlimであればランプを駆
動するためにＰreqを供給し、ランプに供給される電力
Ｐを変調する。電力変調は有利にはランプの音響共鳴周
波数で行われ、たとえばランプの第１の方位角共鳴モー
ドで行われる。電力変調において、入力電圧波形の頂点
における正弦波リプルの掃引を行うことができ、正弦波
リプルの周波数範囲には音響共鳴周波数が含まれる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　定常動作中の公称光出力Ｌnと電流制限値Ｉlimをもつメタルハライドランプの立ち上が
り制御方法において、
　定常動作まで前記メタルハライドランプを立ち上げる間、該立ち上がり中に前記公称光
出力Ｌnでランプを駆動するために要求された電力Ｐreqと要求された電流Ｉreqを評価す
るステップと、
　Ｉreq≧Ｉlimである間、ランプを駆動するためにＩlimを供給し、Ｉreq＜Ｉlimであれ
ばランプを駆動するためにＰreqを供給するステップと、
　立ち上がり期間中、ランプに供給される電力Ｐを変調するステップ
が設けられていることを特徴とする、メタルハライドランプの立ち上がり制御方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記電力を変調するステップには、前記ランプを音響共鳴周波数で電力変調するステッ
プが含まれることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法において、
　前記音響共鳴周波数は前記ランプの第１の方位角共鳴モードであることを特徴とする方
法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、
　前記電力を変調するステップには、入力電圧波形の頂点において正弦波リプルを掃引す
るステップが含まれており、該正弦波リプルの周波数範囲には前記ランプの音響共鳴周波
数が含まれることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、
　前記立ち上がり期間中、ランプ効率を推定するステップが設けられており、Ｐreqは該
ランプ効率の関数であることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、
　ランプに供給されるエネルギーＥに対する正規化されたランプ効率ηの関数を求めるス
テップが設けられており、立ち上がり期間中、ランプの電流Ｉを測定しＥを求め、前記関
数からηを推定し、ここでＰreq＝Ｐn／ηでありＩreq＝Ｉ*Ｐreq／Ｐであり、Ｐnは定常
動作中のランプに対する公称電力であることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法において、
　前記関数は、ランプを駆動するバラストにおけるメモリ内のテーブルに格納されている
ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項６記載の方法において、
　前記関数は、Ｅ≧Ｅ0であればη＝１－exp（－（Ｅ－Ｅ0）／Ｅ1）であり、Ｅ＜Ｅ0で
あればη＝０であり、Ｅ0およびＥ1はη（Ｅ）を表す定数であることを特徴とする方法。
【請求項９】
　定常動作中の公称光出力Ｌnと電流制限値Ｉlimをもつメタルハライドランプの立ち上が
り制御方法において、
　定常動作まで前記メタルハライドランプを立ち上げる間、ランプの電流Ｉと電圧Ｖを連
続的に測定して電力Ｐを計算し、該立ち上がり中に前記公称光出力Ｌnでランプを駆動す
るために要求された電力Ｐreqと要求された電流Ｉreqを連続的に評価するステップと、
　Ｉreq≧Ｉlimである間、ランプを駆動するためにＩlimを供給するステップと、
　Ｉreq＜Ｉlimであれば、ランプを駆動するためにＰreqを供給するステップと、
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　立ち上がり期間中、ランプに供給される電力Ｐを該ランプの音響共鳴周波数で変調する
ステップが設けられていることを特徴とする、
　メタルハライドランプの立ち上がり制御方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の方法において、
　前記音響共鳴周波数は前記ランプの第１の方位角共鳴モードであることを特徴とする方
法。
【請求項１１】
　請求項９記載の方法において、
　前記立ち上がり期間中、ランプ効率を推定するステップが設けられており、Ｐreqは該
ランプ効率の関数であることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項９記載の方法において、
　ランプに供給されるエネルギーＥに対する正規化されたランプ効率ηの関数を求めるス
テップが設けられており、立ち上がり期間中にＥを求め、前記関数からηを推定し、ここ
でＰreq＝Ｐn／ηでありＩreq＝Ｉ*Ｐreq／Ｐであり、Ｐnは定常動作中のランプに対する
公称電力であることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１２記載の方法において、
　前記関数は、ランプを駆動するバラストにおけるメモリ内のテーブルに格納されている
ことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１２記載の方法において、
　前記関数は、Ｅ≧Ｅ0であればη＝１－exp（－（Ｅ－Ｅ0）／Ｅ1）であり、Ｅ＜Ｅ0で
あればη＝０であり、Ｅ0およびＥ1はη（Ｅ）を表す定数であることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　定常動作中の公称光出力Ｌnと電流制限値Ｉlimをもつメタルハライドランプのためのバ
ラストにおいて、
　該バラストにより定常動作に至るまでの前記メタルハライドランプの立ち上がりを制御
させるプログラムが設けられており、該プログラムにより、
　定常動作まで前記メタルハライドランプを立ち上げる間、該立ち上がり中に前記公称光
出力Ｌnでランプを駆動するために要求された電力Ｐreqと要求された電流Ｉreqを評価す
るステップと、
　Ｉreq≧Ｉlimである間ランプを駆動するためにＩlimを供給し、Ｉreq＜Ｉlimであれば
ランプを駆動するためにＰreqを供給するステップと、
　立ち上がり期間中、ランプに供給される電力Ｐを変調するステップ
を前記バラストに実行させることを特徴とする、
　メタルハライドランプのためのバラスト。
【請求項１６】
　請求項１５記載のバラストにおいて、
　前記電力を変調するステップには、前記ランプを音響共鳴周波数で電力変調するステッ
プが含まれることを特徴とするバラスト。
【請求項１７】
　請求項１６記載のバラストにおいて、
　前記音響共鳴周波数は前記ランプの第１の方位角共鳴モードであることを特徴とするバ
ラスト。
【請求項１８】
　請求項１５記載のバラストにおいて、
　前記電力を変調するステップには、入力電圧波形の頂点において正弦波リプルを掃引す
るステップが含まれており、該正弦波リプルの周波数範囲には前記ランプの音響共鳴周波
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数が含まれることを特徴とするバラスト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は"CONTROL METHOD AND BALLAST FOR RUN-UP OF METAL HALIDE LAMP"の名称で併
願中の特許出願Attorney Docket No. 2007P20033USに記載された発明に関連するものであ
り、これを本発明の参考文献とする。
【０００２】
　本発明は、メタルハライドランプにおける点弧から公称（最大）光出力に至るまでの時
間を低減する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　一般照明用メタルハライドランプは効率的であり、高品質の白色光を送出する。しかし
ながらこのランプは、公称光出力までウォームアップするのに数分間必要とする。その理
由は、バラスト出力が主として定常動作に合わせられているからである。公称光出力まで
の時間が短くなれば、メタルハライドランプ適用の可能性が高まる。
【０００４】
　冷えたランプに対しいっそう大きな電力を与えることによって、定常ランプ動作に至る
までの立ち上がりの高速化を図れる。一時的に高い電力レベルにすることは必ずしも問題
とはならないが、冷えたランプは著しく低い電圧をもつ傾向にもあることから、必要とさ
れる電力（電力＝電圧×電流）を得るのに過大な電流が必要となってしまう。しかも過大
な電力または電流を加えることによって熱的衝撃、電極損傷および壁部の黒化が生じるお
それがあるので配慮が必要であり、これらの問題を避けるために立ち上げ中、ランプには
一般に電流制限が設けられている。したがって光出力は、望まれるように高速には公称値
に到達しない。
【０００５】
　メタルハライドランプの電力変調については公知である。たとえばアメリカ合衆国特許
No. 6,229,269を参照すると、アーク長と電圧を増大させる目的でランプのアークを曲げ
るために電力変調を利用することが記載されている。また、アメリカ合衆国特許No. 6,12
4,683によれば、ランプを垂直方向に配向させることができるようにするために音響変調
が利用される。さらにアメリカ合衆国特許No. 5,684,367によれば、入力電力波形の振幅
変調およびパルス化により色特性とアーク安定性が制御される。
【特許文献１】アメリカ合衆国特許No. 6,229,269
【特許文献２】アメリカ合衆国特許No. 6,124,683
【特許文献３】アメリカ合衆国特許No. 5,684,367
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、ランプを損傷することなく公称光出力に至るまでの時間を短縮させる
新規の方法およびバラストを提供することである。
【０００７】
　さらに本発明の課題は、定常動作中に公称光出力と電流制限値Ｉlimをもつメタルハラ
イドランプの立ち上げを制御する新規の方法を提供することにある。この方法は、定常動
作までメタルハライドランプを立ち上げる間、立ち上がり中に公称光出力Ｌnでランプを
駆動するために要求された電力Ｐreqと要求された電流Ｉreqを評価し、Ｉreq≧Ｉlimであ
る間ランプを駆動するためにＩlimを供給し、Ｉreq＜Ｉlimであればランプを駆動するた
めにＰreqを供給し、ランプに供給される電力Ｐを変調する。電力変調は有利にはランプ
の音響共鳴周波数で行われ、たとえばランプの第１の方位角の共鳴モードないしは１次方
位角共鳴モードfirst azimuthal resonance modeで行われる。電力変調には、入力電圧波
形の頂点における正弦波リプルの掃引を行うことができ、正弦波リプルの周波数範囲には
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音響共鳴周波数が含まれる。
【０００８】
　本発明のさらに別の課題は、上述の方法を実施する新規なバラストを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によればこの課題は、定常動作まで前記メタルハライドランプを立ち上げる間、
該立ち上がり中に前記公称光出力Ｌnでランプを駆動するために要求された電力Ｐreqと要
求された電流Ｉreqを評価するステップと、Ｉreq≧Ｉlimである間、ランプを駆動するた
めにＩlimを供給し、Ｉreq＜Ｉlimであればランプを駆動するためにＰreqを供給するステ
ップと、立ち上がり期間中、ランプに供給される電力Ｐを変調するステップが設けられて
いることを特徴とする、メタルハライドランプの立ち上がり制御方法により解決される。
さらに上記の課題は、請求項９および請求項１５により解決される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下の図面および有利な実施形態の説明を参酌すれば、本発明の技術分野における当業
者は本発明の上述の課題およびさらに別の課題ならびに利点をはっきりと理解できるよう
になる。
【実施例】
【００１１】
　上述の課題を解決するため、本願発明者は点弧直後のランプ制御に着目した。点弧直後
、ランプの駆動はランプに対する電流制限値におかれたランプ電流で始まる。エネルギー
はアークに蓄えられてアーク管が加熱するので、電圧、電力および効率は公称光出力が電
流制限値の電流で達成されるまで徐々に上昇する。この時点ではランプに対し適度に大き
めの電力が加えられる。それというのもランプはその動作温度までは暖まっていないから
である。ランプが暖まると効率が定常状態レベルまで増大し、（ほぼ）一定の公称光出力
が維持されるよう、それ相応に電力が低減される。冒頭で挙げた併願中の特許出願に記載
されているように、電流制限による期間の結果としてランプが暖まったときに電力を低減
することによって、定常状態に至るまでの立ち上がり期間後半においてランプを公称光出
力またはほぼ公称光出力にすることができ、したがって慣用のメタルハライドランプより
も迅速にほぼ公称光出力を生じさせることができ、これによってメタルハライドランプの
適用の可能性が高まる。
【００１２】
　さらに本発明によれば、アーク管の特別な共鳴周波数において立ち上がり期間中に電力
を変調することにより、公称光出力に至るまでの時間が低減される。本発明の電力変調は
、ランプ管の最も冷たい部分の温度を増大させることによってランプ電圧を上昇させるよ
うに考えられており、この場合、電圧を上昇させることで立ち上がり期間中にランプが利
用できる電力が増大し、通常の動作温度に到達するまでの時間が減少する。
【００１３】
　本発明の電力変調によって、ランプのアーク管においていっそう好ましい温度分布が得
られ、これはアーク管における最も冷たいスポットの温度がいっそう迅速に上昇するよう
いっそう均一な温度分布を生じさせることによって達成される。通常、メタルハライドラ
ンプの挙動は冷えたスポットすなわちコールドスポットの温度に左右され、このコールド
スポットが定常状態レベルに到達したときに最大効率が達成される。
【００１４】
　１つの有利な実施形態によれば、定常動作中に公称光出力Ｌnをもち電流制限値Ｉlimを
有するメタルハライドランプの立ち上がりを制御する方法には、定常動作に至るまでのメ
タルハライドランプの立ち上がり期間中、ランプをこの立ち上がり期間中に公称光出力Ｌ

nで駆動するために要求された電力Ｐreqと要求された電流Ｉreqを評価するステップが設
けられている。立ち上がり期間中、ＩreqがＩlim以上であるかぎり電流制限値Ｉlimがラ
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ンプに供給され、ＩreqがＩlimよりも小さければＰreqがランプに供給される。さらに立
ち上がり期間中、ランプに供給される電力Ｐが変調される。この電力変調をランプの音響
共鳴周波数で行うことができ、これはたとえばランプの第１の方位角の共鳴モードないし
は１次方位角共鳴モードであり、入力電圧波形の頂点における正弦波リプルの掃引を行う
ことができ、その際、正弦波リプルの周波数範囲は音響共鳴周波数のところに中心がおか
れている。
【００１５】
　よく理解できるように、複数の理由から音響的電力変調によってメタルハライドランプ
の立ち上がりが改善される。いくつかの音響共鳴の励起によりランプ電圧が上昇すること
が判明した（たとえば上述のアメリカ合衆国特許No. 6229,269参照）。メカニズムとして
挙げられるのは、塩の温度を上昇させること、アークを曲げること、アークを長くするこ
と、アークを収縮することなどである。したがって立ち上がり電流が制限されている場合
、電圧を上昇させることによりランプのアークにいっそう多くの電力が供給される。これ
に加えて、音響共鳴の励起によりアーク管内のアークポジションに影響が及ぼされ、これ
によってさらにアークからアーク管壁への熱伝導に影響が及ぼされ、場合によってはアー
ク管壁の加熱が増大し、さらにこれによって充填物の蒸発つまりはランプ電圧を増大させ
ることができる。実験によれば、音響変調が加えられると塩の蒸発パターンが変化するこ
とが判明した。変調がなければ、塩の蒸発はアーク管頂部から底部へ向かって進行するよ
うに行われることになる。凝縮膜のエッジはアーク管頂部から底部へと徐々に移動するよ
うになり、これは予期されるようにアークに沿って上昇する対流に起因し、これによって
アーク管頂部が加熱される。変調が加えられると、塩の蒸発は方位角方向で進むように生
じることになる。全般的にいえば、音響共鳴の励起はアーク管内における巨視的なガス流
パターンに影響を及ぼすものであるということができ、このようなガス流パターンは、ア
ーク特性に変化が加えられることにより、および／または立ち上がり期間中の充填物蒸発
のためにいっそう好ましいかたちで熱が分散されることにより、ランプ電圧を上昇させる
ことになる。
【００１６】
　本発明による方法は、一般的な電子バラストのようにランプを駆動するバラストに組み
込まれたプログラムによって実施することができる。
【００１７】
　本願発明者は、立ち上がり時間に対する電力変調の効果を測定する実験を行った。その
際、３５／３９Ｗのセラミック"Powerball"（登録商標）アーク管から成る実験用ランプ
に対して音響電力変調を行った。さらにその際、電力変調を主電圧の波形の頂点における
掃引正弦波リプルとして行った（この場合、２００Ｈｚの矩形波である主電圧波形）。掃
引正弦波周波数を数１０ｋＨｚ～数１００ｋＨｚのオーダとし、掃引レンジ幅を２０～３
０ｋＨｚ、掃引レートを１ｋＨｚとした。立ち上がり制御方法は、冒頭で挙げた併願中の
特許出願で述べられている公称光出力に対し一定の電流を加える方法である（これについ
ては以下でも説明する）。その際、立ち上がり電流を１Ａに制限した。ここで述べておく
と、約１ミリ秒のタイムスケールにおいて平均立ち上がり電流が「一定」なのであって、
加えられる掃引正弦波リプルに起因して大きい周波数変動が伴うのは自明である。
【００１８】
　図１および図２に示されているように、掃引正弦波リプルの周波数が４５～６５ｋＨｚ
のとき、格別好ましい結果が得られた。最大光出力に至るまでの立ち上がり期間は２０～
２５％まで減少した。その際に判明したのは、立ち上がり期間の減少はリプルの振幅と掃
引中心周波数に左右されることである。２０ｋＨｚの励起掃引のために最適な中心周波数
は５５ｋＨｚであり、振幅が０（変調なし）から約０．９Ａまで増大すると、立ち上がり
時間は約２４秒から１８秒よりも短くなるまで減少した。変調振幅（amps ピーク・トゥ
ー・ピーク）により、点弧後数秒における１Ａの平均からの電流の軌跡が表される。立ち
上がりが始まったとき、変調振幅は減少する傾向にあることが判明した。これはおそらく
はランプのインピーダンスが変化したことによるものであり、これによってランプに対す
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る変調リプルの正味の結合が減少する。
【００１９】
　よく理解できるように、上述の変調によってこのアーク管における第１の方位角共鳴モ
ードが励起される。アーク管自体はほぼ球形であるが、アークの熱分散により軸対称性が
加わり、これによってキャビティの対称性は球体の軸対称性と円柱体の軸対称性との間と
なる。したがって本発明のコンテキストにおいて理解されたいのは、キャビティの対称性
が理想的な対称性（たとえば球形または円柱形）からずれたとき、アーク管内で励起され
る音響共鳴モードを、理想的な対称性の結果として生じるであろうモードに対する類似度
により識別できることである。この特別な例の場合にはモードを、方位角モードのような
ものまたはラジアル方向モードのようなものと捉えるべきである。
【００２０】
　有利な結果をもたらす他の音響モードも見出された。たとえば、１６５～１９５ｋＨｚ
の掃引正弦波周波数によって、第１の方位角共鳴モードと第１のラジアル方向共鳴モード
との組み合わせが励起された。立ち上がり時間の減少は約１０～１５％であった。
【００２１】
　実験では正弦波にリプルを入力して変調を生じさせたが、他の方式によって電力変調を
行うことも可能であり、たとえばｆ1からｆ2へと掃引される正弦波においてダイレクトに
ランプを駆動することもできる。この場合、２ｆ1から２ｆ2の電力変調周波数となる。
【００２２】
　実験中、アークの回転のかたちで多少のアーク不安定性が観察され、これはユーザには
ちらつきとして見えることになる。このような不安定性は変調振幅に留意することで低減
できる。たとえば振幅を立ち上がり期間中、低減することもできるし、立ち上がり期間の
うち特定の期間中、選択的に低減することもでき、たとえば不安定性が最も頻繁に観察さ
れた立ち上がり期間終了間際に低減することもできる。
【００２３】
　本発明による方法は、冒頭で挙げた併願中の特許出願に記載されている制御方法を利用
したときに特に有利に適用することができ、これは殊にそこで述べられている「第４の実
施形態」を利用した場合に可能であり、これについては参照しやすくするために以下でも
う一度説明する。
【００２４】
　定常動作中に公称光出力Ｌnをもち電流制限値Ｉlimを有するメタルハライドランプの立
ち上がりを制御する方法によれば、定常動作に至るまでのメタルハライドランプの立ち上
がり期間中、ランプの電流Ｉ、電圧Ｖおよび電力Ｐが連続的に測定または評価され、ラン
プをこの立ち上がり期間中に公称光出力Ｌnで駆動するために要求された電力Ｐreqと要求
された電流Ｉreqを評価するステップが含まれている。ＩreqがＩlimよりも大きいかそれ
と等しいかぎり電流制限値Ｉlimがランプに供給され、ＩreqがＩlimよりも小さければＰr

eqがランプに供給される。立ち上がり期間の後半に（ＩreqがＩlimよりも小さければ）Ｐ

reqを供給することにより、慣用のメタルハライドランプよりも迅速にランプを公称光出
力またはほぼ公称光出力で駆動させることができる。さらに立ち上がり期間中、ランプに
供給される電力Ｐがランプの音響共鳴周波数において変調される。ここで「連続的に」と
いう意味には、アナログ信号とディジタルサンプリングの両方が含まれる。
【００２５】
　本発明による方法には、ランプ電流の指定からランプ電力の指定へいつ切り換えるかの
決定、ならびに公称光出力を保持するために電力をどのように調整するのかの技術が含ま
れる（これは冒頭で挙げた併願中の特許出願における「第４の実施形態」である）。
【００２６】
　この技術にはさらに、正規化されたランプ効率をバラストへ供給されるエネルギーの関
数として近似することも含まれる。正規化されたランプ効率は、近似的にゼロから定常動
作における効率まで及ぶものとする。本出願人の観察によれば、複数のランプについて（
瞬間電力の依存関係を無視した）正規化された効率とバラストエネルギーとの関係を指数
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トＥ0を伴う。このことが図３に示されている。
【００２７】
　つまりこの技術によれば、正規化されたランプ効率ηとランプに供給されるエネルギー
Ｅとの関数関係が決定され、定常動作までの立ち上がり期間中、この関数からＥとηが求
められる。
ここでＰreq＝Pn／η、Ｉreq＝Ｉ*Ｐreq／Ｐである。
ランプ効率ηを求める関数を以下のとおりとすることができる。
Ｅ≧Ｅ0であればη＝１－exp（－（Ｅ－Ｅ0）／Ｅ1）でありＥ＜Ｅ0であればη＝０。
ここでＥ0とＥ1はη（Ｅ）を表す定数であり、Ｐnは定常動作中のランプに対する公称電
力である。この関数をバラストにおけるメモリ内のテーブルに格納しておくことができる
。
【００２８】
　Ｅ0とＥ1が指定されれば、立ち上がり期間中の時点において正規化されたランプ効率を
近似的に求めることができ、要求される電力Ｐreqは公称電力Ｐnを正規化されたランプ効
率で除算したものである。
【００２９】
　たとえば、立ち上がり期間中のある時点で正規化されたランプ効率が０．５であれば、
ランプ電力を公称レベルの２倍にすべきである。当然ながら立ち上がり期間の開始時点に
おいては、電流制限による制御が行われる可能性があるので、ランプ電力を達成すること
はできない。
【００３０】
　本発明による技術の１つの利点は、ある決められたランプデザインのために単一のパラ
メータセットＥ0およびＥ1を一般に見つけ出すことができ、これによって電流制限に左右
されることなく妥当な立ち上がり結果が得られるようになることである。正規化された効
率の近似が良好になればなるほど、時間経過に対する光出力がいっそう「理想的」なもの
となる。立ち上がり開始時点における近似の誤差はたいして重要ではない。それというの
も要求された電力はおそらくは電流制限によって制限されることになるからである。
これまで明細書および図面において本発明の実施形態について説明してきたが、これらの
明細書および図面を参酌した上で本発明が特許請求の範囲によって規定されるものである
のは自明である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】掃引された正弦波リプルの中心周波数に対し最大光出力（ＬＯ）までの時間をプ
ロットした図
【図２】変調振幅に対し最大光出力（ＬＯ）までの時間をプロットした図
【図３】ランプに供給されるエネルギーに対し正規化されたランプ効率を示すグラフ
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